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徳島県住宅供給公社公文書管理規程

令和６年４月１日 規程第82号

（趣旨）

第１条 この規程は、徳島県公文書等の管理に関する条例（令和５年徳島県条例第１７号。以

下「条例」という。）第１１条第１項の規定に基づき、徳島県住宅供給公社（以下「公社」

という。）における公文書の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

（定義）

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとこ

ろによる。

(１) 所属 徳島県住宅供給公社処務規程（昭和４１年規程第１号。以下「処務規程」とい

う。）第４条第２項に規定する事務局に設置された部等をいう。

(２) 公文書 条例第２条第２項に規定する公文書のうち、公社の職員が職務上作成し、又

は取得したものをいう。

(３) 電子文書 公文書のうち電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっ

ては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。）であるものをい

う。

(４) 紙文書 公文書のうち電子文書以外のものをいう。

２ 前項に定めるもののほか、この規程において使用する用語は、条例において使用する用語

の例による。

（公文書の管理体制）

第３条 公社には、総括文書管理者（以下「管理者」という。）を置き、事務局長をもって充

てる。

２ 管理者は、公文書の管理に関する事務を総括する。

（公文書取扱責任者）

第４条 公社には、公文書取扱責任者（以下「責任者」という。）を置き、責任者は企画総務

部長をもって充てる。

２ 責任者は、公社における次に掲げる事務を処理する。

(１) 公文書の審査に関すること。

(２) 公文書の整理、保存及び移管又は廃棄に関すること。

(３) 公文書ファイル管理簿の作成に関すること。

(４) 前各号に掲げるもののほか、公文書の管理に関すること。

（職員の責務）

第５条 職員は、条例の趣旨にのっとり、責任者の指示に従い、公文書に係る事務を迅速かつ

適正に処理するとともに、公文書を適正に管理しなければならない。

（紙文書の収受等）

第６条 公社に到着した紙文書は、開封した上で、軽易なものを除き、当該文書の余白に受付

日付印（様式第１号）を押すとともに、文書受付簿（様式第２号）により、番号を付さなけ

ればならない。
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２ 前項の規定により受領した紙文書のうち、収受の日時が権利の得喪、変更等に関係がある

と認められるものは、受領時刻を記入すること。

（郵便料金の未納又は不足の紙文書）

第７条 郵便料金の未納又は不足の紙文書が到着した場合は、発信者が官公署であるときその

他受領することが適当であると認められるときに限り、その未納又は不足の料金を納付して

受領するものとする。

（電子文書の収受等）

第８条 電子文書は、電子メールによる送信その他の電気通信回線を用いる方法により送付さ

れる電磁的記録を受信し、又は記録媒体を受け取ることにより、受領する。

２ 前項の規定により受領した電子文書は、軽易なものを除き、そのファイル名に収受した日

を追記し、又は記録媒体に収受した日を物理的方法により記入するとともに、文書受付簿（

様式第２号）に記録しなければならない。

（文書主義の原則）

第９条 職員は、責任者の指示に従い、条例第４条の規定に基づき、条例第１条の目的の達成

に資するため、経緯も含めた意思決定に至る過程並びに事務及び事業の実績を合理的に跡付

け、又は検証することができるよう、処理に係る事案が軽微なものである場合を除き、文書

を作成しなければならない。

（公文書の立案）

第１０条 公文書の立案は、立案用紙（様式第３号）を用いて行わなければならない。

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事案に係る立案は、当該各号に定める用紙を用いて

行うことができる。

(１) 定例的なもので、その取扱いについて特定の立案の様式を定めている事案 当該様式

を用いる方法

(２) 前号に掲げるもののほか、軽易な事案その他管理者が別に定める事案 管理者が別に

定める方法

（回議）

第１１条 立案文書は、原則として、下位の職にある者から上位の職にある者に順次回議しな

ければならない。

２ 至急処理を要する立案文書を回議するときは、当該立案文書の左上欄その旨を記入した付

箋を貼り付けなければならない。

３ 即時処理を要する立案文書、説明を要する立案文書又は特に重要な立案文書は、立案者が

自ら持ち回って、回議しなければならない。

４ 秘密に属する立案文書は、袋に入れて回議し、その取扱いに特に注意しなければならな

い。

（回議文書の処理）

第１２条 回議を受けた立案文書は、遅滞なく処理しなければならない。

２ 前項の立案文書について異議がある場合は、立案者と協議しなければならない。ただし、

立案者が不在の場合又は異議に係る事項が軽微である場合は、付箋に意見を記述して、当該

立案文書の欄外に貼り付けることができる。

(重大な修正があった場合等の通知)
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第１３条 立案者は、回議の結果、立案文書の内容について重大な修正が行われた場合又は廃

案となった場合は、回議した者にその旨を通知しなければならない。

（決裁日の記入）

第１４条 決裁された立案文書には、立案者において、決裁日を記入しなければならない。

（公文書の記号及び番号等）

第１５条 発送文書には、「徳住公」の記号及び文書発送簿（様式第４号）による一連番号を

付するものとする。ただし、公告、往復文書等で記号及び番号をつけることが適当でない公

文書又は軽易な公文書については、この限りでない。

２ 前項の番号は、毎年４月１日に始まり、３月３１日に終わるものとする。

（公文書の浄書及び照合）

第１６条 施行文書の浄書及び照合は、立案者において行うものとする。

（公印の押印等）

第１７条 浄書した紙文書には、徳島県住宅供給公社公印規程（昭和４１年規程第４号）の定

めるところにより、公印を押印しなければならない。ただし、行政機関、団体等に対する軽

易な公文書その他管理者が公印の押印を要しないと認めた紙文書については、公印の押印を

省略することができる。

２ 前項ただし書の規定により公印の押印を省略する紙文書には、発信者名の下に「（公印省

略）」の表示をするものとする。ただし、次に掲げる公文書については、この限りでない。

(１) 公印の押印しないことを通例とする紙文書

(２) 県の機関に対する紙文書

（公文書の発送）

第１８条 公文書の発送は、企画総務部において行うものとする。ただし、公印を押印しない

公文書の発送については、次の方法により、立案者において発送することができる。

(１) 電子メールによる送信

(２) ファクシミリによる送信

２ 公文書が発送されたときは、立案者において、当該立案文書に発送日を記入しなければな

らない。

（公文書の閲覧等）

第１９条 公文書は、上司の許可を得ないで、部外者に閲覧させ又は交付することは出来な

い。

２ 公文書の情報公開は、別に定めるもののほか、徳島県情報公開条例（平成１３年徳島県条

例第１号）の規定によるものとする。

（公文書の整理）

第２０条 職員は、相互に密接な関連を有する公文書を一の集合物にまとめて公文書ファイル

としなければならない。

２ 公文書ファイルは、当該所属の事務及び事業の性質、内容等に応じて系統的に分類し、分

かりやすい名称を付するとともに、保存期間及び保存期間の満了する日を設定しなければな

らない。

３ 公文書ファイルは、その背表紙に文書保存用紙（様式第５号）を貼付しなければならな

い。
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（保存期間等）

第２１条 公文書の保存期間は、３０年、５年、３年及び１年の期間とし、その基準は、別表

に定めるところによる。

２ 前項の規定にかかわらず、常時使用する公文書については、保存期間を常用と設定し、必

要な期間保存することができる。

３ 前２項の規定は、法令に別段の定めのあるものについては、適用しない。

４ 第１項の保存期間の起算日は、当該公文書が作成され、又は取得された日の属する年度の

翌年度の４月１日とする。

５ 公文書ファイルの保存期間は、当該公文書ファイルにまとめられた公文書の保存期間とす

る。

６ 前項の保存期間の起算日は、公文書を公文書ファイルにまとめた日のうち最も早い日（以

下「ファイル作成日」という。）の属する年度の翌年度の４月１日とする。

（公文書ファイル管理簿の作成及び公表）

第２２条 管理者は、公文書ファイルについて、次の各号に掲げる事項を記載した公文書ファ

イル管理簿（様式第６号）を作成しなければならない。

(１) 分類

(２) 名称

(３) 保存期間

(４) 保存期間の満了する日

(５) 保存期間が満了したときの措置

(６) 保存場所

(７) ファイル作成日の属する年度

(８) 記録媒体の種別

(９) 所属名等

２ 管理者は、前項の規定により作成された公文書ファイル管理簿を、公社に備え置いて一般

の閲覧に供するとともに、インターネットを利用する方法により公表しなければならない。

（公文書ファイルの保存）

第２３条 所属の長は、公文書ファイルを公文書ファイル管理簿に定める保存場所において保

存しなければならない。

（保存期間が満了したときの措置）

第２４条 管理者は、公文書ファイルについて、保存期間の満了前のできる限り早い時期に、

条例第５条第５項の保存期間が満了したときの措置を定めなければならない。

２ 前項により定めた措置は、公文書ファイル管理簿に記載するものとする。

（公文書ファイルの保存期間の延長）

第２５条 責任者は、次に掲げる公文書ファイルについて、その必要な限度において一定の期

間を定めて、保存期間を延長するよう管理者に協議の上、公文書ファイルの保存期間を延長

することができる。

(１) 現に監査、検査等の対象となっているもの

(２) 現に係属している不服申立て又は訴訟における手続上の行為をするために必要とされ

るもの
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(３) 徳島県情報公開条例（平成１３年徳島県条例第１号）第６条第１項に規定する公開請

求があったもの

(４) 前３号に掲げるもののほか、事務処理上その保存期間を延長する必要があると責任者

が認めるもの

（公文書ファイルの移管又は廃棄）

第２６条 管理者は、保存期間が満了したときの措置として徳島県立文書館（以下「文書館」

という。）に移管することと定められている公文書ファイルの保存期間が満了したときは、

あらかじめ、徳島県立文書館長（以下「文書館長」という。）に対し、当該保存公文書ファ

イルについて記載された公文書ファイル管理簿を送付し、文書館に移管する旨を通知した上

で移管しなければならない。

２ 管理者は、前項の規定により文書館に移管される公文書ファイルについて、条例第１３条

第１項第１号に掲げる場合に該当するものとして文書館において利用の制限を行うこと（以

下「利用制限の実施」という。）が適当であると認める場合には、徳島県公文書等の管理に

関する条例施行規則（令和５年徳島県規則第４２号。以下「規則」という。）第５条の特定

歴史公文書等の利用制限に係る意見書（以下「意見書」という。）を文書館長に提出しなけ

ればならない。

（廃棄予定の保存公文書ファイルの移管）

第２７条 管理者は、保存期間が満了したときの措置として廃棄することと定められている公

文書ファイルの保存期間が満了した場合において、当該公文書ファイルを廃棄しようとする

ときは、廃棄しようとする日の９０日以上前までに文書館長に協議しなければならない。

２ 管理者は、前項の規定により協議しようとするときは、あらかじめ、廃棄しようとする保

存公文書ファイルについて記載された公文書ファイル管理簿を文書館長に送付しなければな

らない。

３ 管理者は、第１項の規定により協議した公文書ファイルについて、文書館長から移管する

よう求めがあったときは、当該公文書ファイルの公文書ファイル管理簿における保存期間が

満了したときの措置の定めを変更するとともに、当該公文書ファイルを文書館に移管しなけ

ればならない。

４ 管理者は、前項の規定により文書館に移管される公文書ファイルについて、利用制限の実

施が適切であると認める場合には、意見書を文書館長に提出しなければならない。

（公文書ファイルの廃棄）

第２８条 管理者は、前条第１項の規定により協議した公文書ファイルについて、文書館長か

ら廃棄することが適当である旨の通知があったときは、これを廃棄しなければならない。

２ 管理者は、前項の規定により廃棄を行うに当たっては、当該廃棄を行う公文書ファイルが

不正に使用されることがないよう十分に留意してこれを行うとともに、個人情報その他の非

公開情報の漏えいの防止のために必要な措置を講じなければならない。

（管理状況の報告）

第２９条 責任者は、毎年度、公文書の管理の状況について管理者に報告しなければならな

い。

（公文書の公社外への持出しの制限）

第３０条 公文書は、事務所の外に持ち出してはならない。ただし、業務のために必要がある
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場合において管理者又は責任者の承認を得たとき、又は火災その他非常災害に際し、その保

全のために事務所外に持ち出す場合は、この限りでない。

（紛失等への対応）

第３１条 公文書ファイルについて紛失又は保存期間の満了前の不適切な廃棄（以下「紛失

等」という。）が発生した場合には、その事実を知った職員は、直ちに責任者に報告しなけ

ればならない。

２ 責任者は、公文書ファイルについて紛失等が発生した場合には、速やかに公文書ファイル

の紛失等による被害の拡大の防止等のために必要な措置を講ずるとともに、管理者に報告し

なければならない。

（研修）

第３２条 管理者は、職員に対し、公文書の管理を適正かつ効果的に行うために必要な知識及

び技術を習得させ、又は向上させるために必要な研修を行うものとする。

２ 責任者は、前項の研修に職員を積極的に参加させなければならない。

（補則）

第３３条 この規程に定めるもののほか、公文書の管理に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

（施行期日）

１ この規程は、令和６年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ 徳島県住宅供給公社公文書管理規程（以下「公文書管理規程」という。）の規定中公文書

の管理に係る部分は、施行日以後に作成し、又は取得する公文書について適用し、施行日前

に作成し、又は取得した公文書については、なお従前の例による。

３ 公文書管理規程の様式に相当する従前の様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして

使用することができるものとする。
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別表（第２１条関係）

区 分 公 文 書 の 内 容 保存期間

第１種 １ 重要な人事関係書類 ３０年

２ 役員名簿

３ 履歴書

４ 組織変更並びに理事会に関する書類

５ 定款及び各種規程の制定改廃に関する書類

６ 重要な契約に関する書類

７ 用地取得関係書類（重要なもの）

８ 統計資料

９ その他３０年間保存を必要とする文書

第２種 １ 工事台帳 ５年

２ 契約に関する書類（第１種に規定するものを除く）

３ 重要な住宅金融支援機構関係書類

４ 重要な官公庁関係文書

５ 監査関係書類

６ その他３０年保存を必要としない重要文書

第３種 １ 工事に関する書類 ３年

２ 人事関係書類、監査関係書類、用地取得関係書類、統計

資料（第１種及び第２種に規定するものを除く）

３ 旅行命令簿、復命書

４ 文書の収受発送に関する諸帳簿

５ その他３年保存を必要とする文書

第４種 １ 一時的処理に属する軽易なもので前区分各号に属さない １年

もの
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様式第１号（第６条関係）

様式第２号（第６条及び第８条関係）
文 書 受 付 簿

来 書 番 号 事務
受付番号 年 月 日 差 出 元 件 名 扱 者

年 月 日 局長
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様式第３号（第１０条関係）

分 類 記 号 保 存 期 間

保存期間の 保存期間が満了
年 月 日

満了する日 したときの措置

公開・非公 公社情報公開要綱
公開 ・ 部分公開 ・ 非公開 非公開の理由

開 の 区 分 第 条第 号に該当

立 案 日 年 月 日 文 書 番 号

決 裁 日 年 月 日 完 結 年 月 日 年 月 日

発 送 日 年 月 日 立案者職氏名 (所属）

浄 書 照 合 （職） （ 氏 名 ） 印

（決裁欄）

徳島県住宅供給公社
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様式第４号（第１５条関係）
文 書 発 送 簿

文書番号 年 月 日 宛 先 件 名 備 考
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様式第５号（第２０条関係）

文 書 保 存 用 紙

ファイル作成年度

分類記号

公文書ファイル名

保存期間

保存期間の満了する日

保存期間が満了したときの措置

所属名
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様式第６号（第２２条関係）

公 文 書 フ ァ イ ル 管 理 簿

フ ァ イ ル
第３分類 保存期間の

保存期間が
記録媒体

作 成 日 の 第１分類 第２分類 保存期間 満 了 し た 保存場所 所属名
属する年度

（公文書ファイル名） 満了する日
ときの措置

の 種 別


